
認可・認定基準、移行手続き

について

兵庫県 福祉部 こども政策課 こども育成班



認定こども園の基準
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幼保連携型認定こども園の認可基準の考え方（国の定める基準）

１．基本的な考え方

○ 学校かつ児童福祉施設たる「単一の施設」としての幼保連携型認定こども園にふさわしい「単一の基準」とする。

○ 既存施設（幼稚園、保育所、認定こども園）からの円滑な移行を確保するため、設備に限り、一定の移行特例を設ける。
なお、法施行までに認定を受けた幼保連携型認定こども園については、みなし認可となり、設備について現行基準を適用する。

２．設置パターン別の基準

施設の設置
パターン

基本的考え方 主な基準

【新設】のパターン
新規に新たな幼保

連携型認定こども園
を設置する場合

・幼稚園又は保育
所の高い水準を引
き継ぐ。

<学級編制･職員配置基準>
・満３歳以上の子どもの教育時間は学級を編制し、専任の保育教諭を配置。
・職員配置基準は、４･５歳児25：1、３歳児15：1、１･２歳児6：1、乳児3：1

※配置数には、幼稚園教諭免許状と保育士資格を有する副園長・教頭を含む（経過措置を設ける）。

<園長等の資格>
・原則として、教諭免許状と保育士資格を有し、５年以上の教育職・児童福祉事業の経験者
・ただし、これと同等の資格を有する者も認める。（設置者が判断する際の指針を示す）

<園舎・保育室等の面積>
・満３歳以上の園舎面積は幼稚園基準（３学級420㎡、１学級につき100㎡）
・居室・教室面積は、保育所基準（1.98㎡/人、乳児室は1.65㎡/人、ほふく室は3.3㎡/人）

<園庭（屋外遊戯場、運動場）の設置>
・園庭は同一敷地内又は隣接地に必置とし、面積は、①と②の合計面積

①満２歳の子どもについて保育所基準（3.3㎡/人）
②満３歳以上の子どもに係る幼稚園基準（３学級400㎡、１学級につき80㎡増）と保育所基準の

いずれか大きい方

※代替地は面積算入せず。一定条件を満たす屋上は例外的に算入可とする。

<食事の提供、調理室の設置>
・提供範囲は、保育認定を受ける２号・３号子ども（１号子どもへの提供は園の判断）。
・原則自園調理。満３歳以上は現行の保育所と同じ要件により外部搬入可。
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施設の設置
パターン

基本的考え方 主な基準

【既存の幼稚園・保育所か
らの移行】のパターン

既存の幼稚園（幼稚園
型認定こども園）又は保育
所（保育所型認定こども
園）を基に、新たな幼保連
携型認定こども園を設置
する場合

・適正な運営が確保されて
いる施設に限り、新たな基
準に適合するよう努めるこ
とを前提として、「設備」に
関して、移行特例を設ける。

・確認制度における情報
公表制度において、移行
特例の適用状況を公表し、
努力義務を実質的に促す。

・施行10年経過後に、設
置の状況等を勘案し、移
行特例の内容等を改めて
検討。

<園舎面積>
・保育所からの移行の場合→保育所基準（1.98㎡/人、乳児室は1.65㎡/人、ほふく

室は3.3㎡/人）で可。
・幼稚園からの移行の場合→幼稚園基準（３学級420㎡、１学級につき100㎡増）で

可。

<園庭の設置・面積>
・保育所からの移行の場合→保育所基準（満２歳以上3.3㎡/人）で可。
・幼稚園からの移行の場合→幼稚園基準（３学級400㎡、１学級につき80㎡増）で

可。

<園庭の設置・面積（代替地・屋上）>
・満２歳の子どもの必要面積に限り、一定条件のもと、代替地・屋上の算入可。

【現行の幼保連携型認定
こども園からの移行】のパ
ターン

法律上新たな幼保連携
型認定こども園の設置認
可を受けたものとみなされ
る場合

・新たな基準に適合するよ
う努めることを前提に、「設
備」に関して、現行の幼保
連携型認定こども園の基
準によることを認める経過
措置（法律の附則）

・職員配置に関して、現行の幼保連携型認定こども園の配置基準（１号子どもは
35：1、２号･３号子どもは年齢別配置基準）によることを認める。
→令和元年度末まで

・設備に関して、現行の幼保連携型認定こども園の設備基準によることを認める。
（学級編制、運営などについては、新設と同じ基準）

※現行とは平成27年3月31日までの制度のことを指します。
※新設以外の移行のパターンについては、施行後10年を目処に見直すことが検討されています。
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幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定基準について
（国が告示で定める参酌基準）

主な内容

職員配置

・０歳児 3:1 / １･２歳児 6：1 / ３歳児 15：1 / ４･５歳児 25：1
・満３歳以上の教育時間相当利用時及び教育及び保育時間相当利用時の共通の４時間

程度については学級を編制。
・園長を配置。

職員資格
・満３歳以上→両免許・資格の併有が望ましい。（いずれかでも可）
・満３歳未満→保育士資格が必要。

施設整備

・建物及びその附属設備は同一の敷地内又は隣接する敷地内にあることｔが望ましい。
・保育施設又は遊戯室、屋外遊戯場（※）及び調理室（※）が必置。また、２歳未満の子ど

もを入所させる場合には乳児室又はほふく室が必置。
※保育所型、地方裁量型については、一定の要件のもと付近の適当な場所への代替可。
※自園調理が原則。満３歳以上は外部搬入可。自園調理を必要とする子どもの数が19

人以下の場合は調理設備で可。

その他

・自己評価、外部評価及びその公表の実施
・保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は１日８時間が原則。（子、家庭

の状況等を考慮し、認定こども園の長が設定。）
・開園日数及び開園時間は地域の実情に応じ設定。
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幼稚園及び保育所と幼保連携型認定こども園の認可基準（職員・施設等）の比較

幼稚園 保育所 幼保連携型認定こども園

職員配
置基準

〔必要な職員の種類〕
（ア） 必置職員
○園長 ○教諭
○学校医 ○学校歯科医 ○学校薬剤師

〔必要な職員の種類〕
（ア）必置職員
○施設長 ○保育士 ○嘱託医
（イ）例外的に置かないことができる職員
○調理員

〔必要な職員の種類〕
（ア）必置職員
○園長 ○保育教諭
○学校医 ○学校歯科医 ○学校薬剤師
（イ）例外的に置かないことができる職員
○調理員

（ウ）園長が園長資格８(3)該当の場合に必置となる職員
○副園長（又は教頭､主幹保育教諭）←両免許・資格が必要

職員
配置数

１学級あたり専任教諭１人

０歳児 ３人につき１人
１､２歳児   ６人につき１人
３歳児 １５人につき１人
４､５歳児   ２５人につき１人

１学級あたり専任保育教諭１人

０歳児 ３人につき１人
１､２歳児   ６人につき１人
３歳児 １５人につき１人
４､５歳児   ２５人につき１人

学級
編制

（原則）
・学年の初めの日の前日において同じ年

齢の子どもで編制

・１学級の子ども数は、３歳児は25人以下、
４･５歳児は35人以下

（原則）
・学年の初めの日の前日において同じ年齢の子どもで編制

・１学級の子ども数は、３歳児は25人以下（複数担任の場合
は35人以下、４･５歳児は35人以下

施設
基準

〔備えなければならない施設〕
○保育室（※学級数以上）
○遊戯室 ○職員室・保健室（兼用可）
○便所 ○飲料水用設備
○手洗用設備、足洗用設備

○運動場（※同一の敷地内又は隣接する
位置に設けることを原則）

〔備えなければならない施設〕
○保育室又は遊戯室（２歳以上）
○乳児室又はほふく室（２歳未満）
○医務室 ○便所 ○調理室
○手洗用設備、足洗用設備

○屋外遊戯場（※近所の公園､神社の境
内等で代替可）

〔備えなければならない施設〕
○保育室（２歳以上）（※３歳児以上の保育室は学級数以上）
○乳児室又はほふく室（２歳未満）
○遊戯室 ○職員室・保健室（兼用可） ○便所 ○調理室
○飲料水用設備 ○手洗用設備、足洗用設備

○園庭（※同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原
則）

面積
基準

総数が常時
２名以上

総数が
常時
２名以上

１学級 180㎡

２学級以上 320＋100×(学級数－２)㎡

保育室

遊戯室

２学級以下 330＋30×(学級数－１）㎡

３学級以上 400＋80×(学級数－３）㎡

園舎

運動場

53㎡以上

100㎡以上かつ専用

園舎 基準なし

保育室
（遊戯室）

子どもの数×１．９８㎡

乳児室 子どもの数×１．６５㎡

ほふく室 子どもの数×３．３㎡

屋外
遊戯場

２歳以上の子どもの数×３．３㎡

180㎡
320＋100＋(学級数－２)㎡

子どもの数×１．９８㎡
子どもの数×１．９８㎡

53㎡以上
乳児室
ほふく室
遊戯室

子どもの数×３．３㎡

２学級以下 330＋30×(学級数－１)㎡

３学級以上 400＋80×(学級数－３)㎡

②

１学級
２学級以上

２歳児

３歳児以上

子どもの数×１．６５㎡
子どもの数×３．３㎡

３歳児
以上

①

保育室

２歳児
100㎡以上かつ専用

子どもの数×３．３㎡

園庭

園舎
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認定こども園の学級編制について

１ 利用する子どもの数に対する基準適否の判断

２ １学級当たりの子どもの数について

定員の遵守（やむを得ない場合は超過も可）

人員配置（例えば０歳児は３：１の職員配置）

保育室等の確保（例えば、２歳児以上は１人当たり
1.98㎡以上必要）

保育所と同様の判断

学級編制

１学級３５人以下

（３歳児は２５人以下）

認定こども園のみに適用

＋

年齢 子どもの数 備考

４・５歳児 ３５人以下 国基準を準用

３歳児 ２５人以下 県独自基準（複数担任を配置する場合は、３５人まで可）

※学級は、原則、学年の初めの日の前日において同じ年齢の園児で編制する。
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３ 【事例】保育所の施設基準では問題ないが、学級編制等で問題となるケース

(1)

(2)

必要面積
保有面積

(内法有効)

０歳児 4人 4人 6.6㎡ 9.86㎡

１歳児 12人 12人 39.6㎡ 45.66㎡

２歳児 17人 17人 33.66㎡ 39.47㎡

53㎡ 40.02㎡

53㎡ 55.49㎡

53㎡ 54.28㎡

53㎡ 57.44㎡

５歳児 55人 30人 25人 108.90㎡ 111.70㎡ ２学級 １学級

計 164人 400.76㎡ 413.92㎡ ６学級 ５学級

必要な
学級数

実際の
学級数

３
号
認
定

保育認定
（２号・３号）

教育標準時間認定
（１号）

保育室等の面積
児童の
年齢

子どもの数
子どもの数の内訳

３歳児

４歳児

26人

50人

18人

23人

２
号
認
定

２学級

２学級

２学級

２学級

104人 60人

8人

27人

１
号
認
定

①保育所基準（55人×1.98㎡＝108.9㎡）を超えた保育室
が１つあり保育所基準はクリア。
しかし、５歳児の学級は１学級３５人以下で編制する必要
があるため、この場合、２学級が必要となり、基準を満たし
ていない。
（※保育室は必要学級数以上に確保する必要がある）

②３歳児の学級は１学級25人以下で編制する必要があるため、
１学級13人（バランス､担任負担を考慮し26人の半分）を２学級
とした場合、(1)の保育室は、保育所基準（13人×1.98㎡＝25.74
㎡）をクリアしているが、認定こども園基準（３～５歳児の保育室
は53㎡以上）をクリアできていない。
この場合、複数担任を配置することとすれば、１学級26人で(2)
の保育室１室で基準を満たすことができる。
（※H26年度以前に保育所であった施設を使用する場合、移行
特例（保育所基準）の適用が可能となる）

③４歳児27人、５歳児25人の定員設定は、４歳児の全員が５歳児に進級
できるよう設定されていないため、定員設定に問題がある。



認定こども園における学級担任の配置

○ 基本的な考え方
 教育時間について学級担任は、各学級に少なくとも１人以上を原則、常勤かつ

  専任で配置
※ 配置にあたり、公定価格上は学級編制調整加配加算で評価

規定 内容

基準省令
（幼保連携型）

第５条
幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保
育教諭又は保育教諭（次項において「保育教諭等」という。）を一人以上置かなけれ
ばならない。

基準告示
（幼保連携型以外）

第２ 職員配置
２ 満３歳以上の子どもであって、幼稚園と同様に１日に４時間程度利用するもの及
び保育所と同様に１日に８時間程度利用するものに共通の４時間程度の利用時間に
ついては、満３歳以上の子どもについて学級を編制し、各学級ごとに少なくとも１人の
職員（以下「学級担任」という。）に担当させなければならない。（以下、省略）

公定価格
公定価格に関するＦＡＱ（第26版）
No.218
学級担任は原則常勤専任であること。

28
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定員設定について

○ 基本的な考え方

 ・認可定員とは、施設が教育・保
育を提供できる最大の受入人数
（県（政令・中核市含む）での認可）

 ・利用定員とは、実際に施設を利用
できる人数（市町で設定）

 ・原則、「認可定員＝利用定員」で
設定

○ 定員（数）設定における留意点

 認可（認定）日の入所見込児童数
≦定員数

 となるように右表等で確認のうえ設
 定（弾力運用を前提とした定員設定
 は認めない）

例：保育所から移行の場合
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定員の弾力運用（定員を超えた児童等の受け入れ）について

【定員の遵守】

特定教育・保育施設は、利用定員を超えて教育・保育の提供を行ってはならない。ただし、次の場合、この限りではない。

（弾力運用の実施要件）
・待機児童が発生している（する）場合
・他施設の定員減少や廃止により教育・保育の提供が必要となった場合
・災害、虐待その他やむを得ない事情がある場合

※特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第22条

○その他留意事項
・弾力運用は、待機児童の解消を目的に、当面の間、特例的に認められたものである。
・定員を減少し（給付費における）定員区分を変更しながら弾力運用を行うなど、意図的に目的に沿わない対応とならないよう
 にすること。
・定員を超えている状況が恒常的に亘る場合、公定価格の減算調整が適用される。
・市町は、減算調整の適用が始まる前に、事業者に対し定員の見直し等の対応を促すよう積極的に働きかけること。
・定員の見直し（変更）を行う場合は、事業者と市町と十分に協議を行うこと。また、「自治体向けFAQ」や「公定価格に関する
 FAQ」などを参考にすること。

【弾力運用の対象施設】

入所児童数（定員超過分も含む）に対し、設備運営基
準（保育室等の面積、職員配置）、その他関係通達に
定める基準を満たし得る施設

※保育所への入所円滑化対策実施要綱

【弾力運用可能期間】

定員を超えている状況が恒常的に亘る（年間平均在所
率が常に（１号は連続する２年、２･３号は連続する５年）
120％以上）場合、定員の見直し等を積極的に行うこと。

※保育所への入所の円滑化について

年間平均在所率
当該年度における各月の

初日の在園児の総和 ÷ 当該年度における各月の
初日の定員の総和 ＝



幼保連携型認定こども園の園則と運営規程について

第１号 施設の目的及び運営の方針 － －

第２号 提供する教育・保育の内容 第２号
教育課程その他の教育及び保育の内容
に関する事項

第３号 職員の職種、員数及び職務の内容 第４号 利用定員及び職員組織に関する事項

第４号
教育・保育の提供を行う日及び時間、
提供を行わない日

第１号
学年、学期、教育又は保育を行う日時
数、教育又は保育を行わない日及び開
園している時間に関する事項

第５号
保護者から受領する利用者負担その他
の費用の種類、支払を求める理由及び
その額

第６号 保育料その他の費用徴収に関する事項

第６号 子どもの区分ごとの利用定員 第４号
利用定員及び職員組織に関する事項
【再掲】

第７号
施設の利用の開始、終了に関する事項
及び利用に当たっての留意事項

第５号
入園、退園、転園、休園及び卒園に関
する事項

第８号 緊急時等における対応方法 － －

第９号 非常災害対策 － －

第10号 虐待の防止のための措置に関する事項 － －

第11号 その他施設の運営に関する重要事項 第７号 その他施設の管理についての重要事項

第３号
保護者に対する子育ての支援の内容に
関する事項

運 営 規 程 園 則

（※２）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則（平成
      26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第２号）

認定こども園法施行規則（※２）第16条

（※１）特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平成26年内閣府令第39号）

運営基準（※１）第20条

認
可
定
員

確
認
を
受
け
た
定
員
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認定こども園における教育・
保育従事者（保育教諭等）
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幼稚園・保育所・認定こども園における職員（教諭・保育士・保育教諭等）の必要な資格

学齢 幼稚園 保育所

認定こども園

幼保連携型 幼稚園型 保育所型
特定認可外
保育施設型

３歳未満 保育士資格

幼稚園教諭免許状及び
保育士資格

（R12.3末まで経過措置あり）
保育士資格 保育士資格 保育士資格

【取扱通知】
保育士資格を有することが望
ましい

３
歳
以
上

教育課程
に基づく

教育
従事者

幼稚園教諭
免許状

幼稚園教諭免許状及び
保育士資格

（R12.3末まで経過措置あり）

幼稚園教諭免許状
又は保育士資格

（両方有することが望まし
い）

幼稚園教諭免許状
又は保育士資格

（両方有することが望まし
い）

幼稚園教諭免許状
又は保育士資格

（両方有することが望まし
い）

幼稚園教諭免許状
幼稚園
教諭

免許状

【幼稚園教諭配
置が困難な場
合】
保育士資格を
有する者でも可
（幼稚園教諭免
許状取得を目
指し、同等の能
力を有する者
に限る）

幼稚園
教諭

免許状

【幼稚園教諭
配置が困難な
場合】
保育士資格を
有する者でも
可（幼稚園教
諭免許状取得
を目指し、同
等の能力を有
する者に限
る）

学級
担任

【取扱通知】
学級担任は、幼稚園教諭免
許状（臨時を含む）を有する
ことが望ましい

保育に

従事する
者

保育士資格

幼稚園教諭免許
状及び保育士資
格（R12.3末まで
経過措置あり）

保育士
資格

【保育士配置
が困難な場
合】
幼稚園教諭免
許状を有する
者でも可（保
育士資格取得
を目指し、保
育士と同等の
能力を有する
者に限る）

保育士資格
保育士
資格

【保育士配置
が困難な場
合】
幼稚園教諭免
許状を有する
者でも可（保
育士資格取得
を目指し、保
育士と同等の
能力を有する
者に限る）
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幼保連携型認定こども園に勤務する保育教諭の資格及び教員免許更新

「幼稚園教諭免許状」
「保育士資格」

の両方が必要

保育教諭等の資格

「幼稚園教諭免許状」
「保育士資格」

のどちらかの一方を有し
ていれば保育教諭として
勤務することが可能

経過措置（施行後15年間）
※主幹保育教諭・指導保育教諭は12年間

ただし･･･

経過措置中に幼稚園教諭免許及び保育士資格の併有を
促進する。

「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」の施行により
令和４年６月末で幼稚園教諭免許（教員免許）の更新制度が廃止となった。

※令和４年７月１日以降に発行される免許状は、有効期限のないものとなります。
※令和４年６月30日以前に発行された免許状は、有効期限日により取扱いが異なります。

【教員免許更新制について】

【基本的制度】

改正認定こども園法（平成24年法律第66号）において、学校及び児童福祉施設としての法的位置付け
を持つ単一の施設として新たな「幼保連携型認定こども園」が創設されました。
その職員である「保育教諭等（主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭または講師（保育教諭に準ずる
職務に従事するものに限る。）」は、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有する
ことを原則としています。

ただし、改正認定こども園法の施行の日（※）から15年間（主幹保育教諭、指導保育教諭については12
年間）は、幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有していれば、保育教諭等になることができ
るとする経過措置を設けております（改正認定こども園法施行規則附則第５条）。

※平成27年4月1日
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令和４年７月１日以降の教員免許状の取扱いについて
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12
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12
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15



※①③の特例適用に当たっては、知事（政令市・中核市の場合は市長）が保育教諭等と同等の知識
及び経験を有すると認める者と認めた者でなければならない

40



１ 対象者
① 保育所又は認定こども園において常勤で1年以上保育業務に従事した者
② 家庭的保育者
③ 子育て支援員研修のうち地域保育コース（地域型保育）を修了した者

２ 特例の利用が認められない場合
次の①から③のいずれかに該当する園は、特例を利用することはできない。

① 過去３年間（認定こども園への移行前も含む）の指導監査において、知事
から勧告や改善命令、文書指摘（職員配置の不備に係るものに限る。）を受
けている場合

② 新たに開設した年度又は開設後未だ指導監査を受けていない場合
③ 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園において特例対象の職員を

配置することにより、本来の保育所又は幼稚園の認可基準、認可外保育施
設指導監督基準を満たさなくなる場合

３ 特例を利用できる期間
令和10年３月31日まで。
令和10年度以降の対応については、令和９年度に特例の利用状況等につい

  て検証を行った上で判断する。

知事が保育教諭等と同等の知識及び経験を有すると認める者

利用にあたっては、事前に
県への報告が必要
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兵庫県の認可・認定要件

（認定こども園の認可等に
関する条例）

42



認可・認定基準の概要（その１）

43

幼保連携型（認可） 幼稚園型（認定） 保育所型（認定） 特定認可外保育施設型（認定）

教諭免許状（専修又は一級免許状）・保育
士資格を有し、かつ、5年以上の教育職又は
児童福祉事業の経験がある者。
※「同等の資質」を有する者も可

０～２歳児 〈保育所基準〉

３～５歳児
幼稚園基準及び

保育所基準

既存施設特例 － 保育室等の基準を満たすときは適用なし －

基
準

施
設
設
備

うち保育室53㎡以上、遊戯室（原則専用）を100㎡以上確保
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（県独自）

〈幼稚園基準〉

①１学級：１８０㎡
　 ２学級以上：３２０＋１００×
　　　　　　　 （学級数ー２）㎡
②満３歳未満の園児数に応じた保育
　室等の必要な面積
①と②を合算した面積

１学級：１８０㎡
２学級以上：３２０＋１００×
　　　　　　　（学級数ー２）㎡

保育室等の基準を満たすときは適用なし

保育士資格・幼稚園教諭免許の併有又はいずれかの資格を有すること

学級担任 〈幼稚園基準〉
幼稚園教諭免許

※保育所型、特定認可外保育施設型については、特例あり。

教育及び保育時間相当利用
児の保育に従事する者

〈保育所基準〉
保育士資格

※幼稚園型、特定認可外保育施設型については、特例あり。

園舎
３～５歳児

３～５歳児 〈保育所基準〉
３歳児　１５人につき１人

４、５歳児　２５人につき１人

学
級
編

制 ３～５歳児 〈幼稚園基準〉

３、４、５歳児は１学級３５人以下

３歳児は１学級２５人以下。ただし、３歳児で１学級２５人を超えて３５人以下の学級編制を行う場合は、各学級ごとに専任の教諭
１人を加配（県独自）

３～５歳児 全ての子ども

職
員
配
置

０～２歳児

対象児童
０～２歳児

〈保育所基準〉
０歳児　　３人につき１人

１、２歳児　６人につき１人

職
員
資
格

園長
教育・保育及び子育て支援を提供する機能を総合的に発揮させるよう管理・運営を行う能力を
有する者。

職員

保育士資格・幼稚園教諭免許の併有

※法施行後５年間は、保育士資格・幼稚園
教諭免許のいずれかの資格で可

保育士資格

認定基準等の項目等
準拠する
認可基準

県　の　条　例

保育を必要とする子ども

（ ）保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、

当分の間この規定は適用しない。



認可・認定基準の概要（その２）

44

幼保連携型（認可） 幼稚園型（認定） 保育所型（認定） 特定認可外保育施設型（認定）

０～１歳児

２歳児

３～５歳児

既存施設特例 － －
園舎の基準を満たすときは適
用なし

調理室：必置 調理室：必置

食事の提供：一定条件の下、
園 外 か ら の 搬 入 可 （ 県 独
自）。加熱、保存等の調理機
能を有する設備を備えること。

食事の提供：一定条件の下、
園 外 か ら の 搬 入 可 （ 県 独
自）。加熱、保存等の調理機
能を有する設備を備えること。

①満３歳児以上１人につき３．３㎡
②幼稚園基準（下記参照）
①と②を比較して大きくなる面積に２歳児一
人につき3.3㎡を加算

既存施設特例 －
保育所は、①＋２歳児一人につき3.3㎡で可
幼稚園は、②＋２歳児一人につき3.3㎡で可

保育所基準及び幼稚園基準
のいずれかの基準で可

設置場所特例 〈保育所基準〉
同一敷地内又は隣接地
（当分の間、一定条件の下、近隣の公園
等、付近にある適当な場所で代替可）

（同一敷地内又は隣接地）

移動の安全確保を明文化（県独自）

「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」
の目標が達成されるよう、教育・保育の提供
等

施
設
設
備

基
準

教育及び保育の内容　等
「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」を踏まえ、「幼稚園教育要領」と「保育所保育指
針」の目標が達成されるよう、教育・保育の提供　等

子育て支援事業
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則（平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働
省令第２号）第２条各号に掲げる事業又は知事が別に定める事業（県独自）

園庭・屋外遊戯場
幼稚園基準及び

保育所基準

①満２歳児以上１人につき３．３㎡
②幼稚園基準（下記参照）に２歳児一人につき3.3㎡を加算
①と②を比較して大きくなる方の基準を採用

〈幼稚園基準〉（３～５歳児）
　  ２学級以下：３３０＋３０×（学級数ー１）㎡
　  ３学級以上：４００＋８０×（学級数ー３）㎡

①又は②いずれかの基準で可（県独自）

一定条件の下、近隣の公園等、付近にある適当な場所で代
替可

移動の安全確保を明文化（県独自）

調理室：必置 調理室：必置

３～５歳児 －

調理室：必置

食事の提供：一定条件の下、園外からの搬入可。加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。

園舎の基準を満たすときは適用なし

調理室及
び食事の

提供

０～２歳児 〈保育所基準〉

保育室等

〈保育所基準〉

乳児室１人につき１．６５㎡                        ほふく室１人につき３．３㎡

保育室又は遊戯室１人につき１．９８㎡

保育室又は遊戯室１人につき１．９８㎡

認定基準等の項目等
準拠する
認可基準

県　の　条　例



保育室、遊戯室の面積基準（幼保連携型・幼稚園型）

○子どもの数に応じた必要面積（保育所基準）を満たすほか、

 県独自基準として

●３歳以上児保育室５３㎡以上
●遊戯室（原則専用）を１００㎡以上 確保

→ 幼保連携型へ移行する場合で、
 既存施設（H26年以前に保育所であったもの）を活用する
 場合に限り、既存施設特例として、上記独自基準を適用し
 ないことが可能

※幼稚園型は特例なし。
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法令の規定により条例に委
任された社会福祉施設等施
設の基準等に関する条例の
準用(幼保連携型）
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○ 法令の規定により条例に委任された社会福祉施設等施設の基準等に関す
る条例 第７条

第２項 児童福祉施設の長は、暴力団員等であってはならない。

第３項 児童福祉施設は、その運営について、暴力団等の支配を受けてはな
らない。

ア 施設長
児童福祉施設の施設長は、暴力団員及び暴力団排除条例第７条に規定する公安委員会規則

で定める暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者であってはならないこと。
イ 運営

児童福祉施設は、その運営について、暴力団等の支配を受けてはならないこと。
この支配関係については、暴力団員等が施設等を運営する事業者（法人の場合はその役員

等を含む。）や施設等の管理者等となって、施設等の運営について直接影響力を行使する場合
のほか、施設等が外部から暴力団等の圧力等を受け、施設等との取引関係や施設等の利用関係
において、暴力団等に利益や便宜の供与を行うといった場合も含まれるものである。具体的に
は、様々な支配の態様があり得ることから、個別具体の事案に応じて該当の有無について判断
を行うこととなる。

【具体的な適用範囲等】

【該当の有無の把握】
暴力団排除規定に対する該当の有無については、指定の申請時における暴力団排除規定を

含むいわゆる指定拒否事由に該当しない旨の誓約書の提出を求めることにより確認の証左と
するほか、必要に応じて兵庫県警察本部に照会し把握を行う。

県条例（暴力団排除）
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○ 法令の規定により条例に委任された社会福祉施設等施設の基準等に関す
る条例 第７条
第４項 児童福祉施設（助産施設を除く。次項から第９項までにおいて同じ。）

は、その運営の内容について、自ら評価を行い、常に改善を図らなけれ
ばならない。

第５項 児童福祉施設は、前項の評価の結果を公表するよう努めなければな
らない。＜適用除外＞

● 自己評価及び改善
すべての社会福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、常に改善を図

らなければならないこと。自己評価の頻度や方法は、条例上明記されていないが、基本
的には、少なくとも年１回は評価を行い、対応の不十分な部分については改善を図るこ
と。また、評価の方法については、基本的には、当該施設の運営に関する標準的な点検
評価項目を整理した自己点検表を作成し、それに従って評価を行うことを想定している。

なお、自己評価に加え、第三者による外部評価（兵庫県福祉サービス第三者評価制度
など）の導入を図ることが望ましいこと。

● 自己評価結果の公表
自己評価の結果については、施設運営の透明性を高め、利用者の選択に資するよう、

できる限り公表に努めること。公表の方法については、利用者ができる限り情報取得し
やすいよう、施設等で閲覧に供することに加え、インターネットのホームページに掲載
するなど、複数の媒体で公開することが望ましいこと。

県条例（自己評価）

自己評価結果の公表が義務づけられています。
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○ 法令の規定により条例に委任された社会福祉施設等施設の基準等に関す
る条例 第７条

第６項 児童福祉施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を
設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の
関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周
知しなければならない。

＜国基準第６条第１項では努力義務＞

第７項 児童福祉施設は、非常災害に備えるため、少なくとも毎月１回は、避
難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

＜国基準第６条第２項は「避難及び消火に対する訓練」＞

県条例（非常災害対応）
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具体的な取組

ア 非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び
連絡体制の整備、避難、救出訓練の実施等その対策の万全を期さなけ
ればならないこと。

イ 「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法(昭
和23年法律第186号)その他法令等に規定された設備を示しており、そ
れらの設備を確実に設置しなければならない。

ウ 「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則(昭和36年自
治省令第6号)第3条に規定する消防計画(これに準ずる計画を含む。)及
び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。この場合、消
防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第8条の規定
に基づき定められる者に行わせるものとする。

エ 「関係機関への通報及び連絡体制の整備」とは、火災等の災害時に、
地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業者に周知徹底
するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の
際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求めることと
したものであること。
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○ 法令の規定により条例に委任された社会福祉施設等施設の基準等に関す
る条例 第７条
第８項 児童福祉施設は、省令第７条の２第２項の研修の実施計画を職員の職務

内容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記録を保管するとともに、必
要に応じて研修の内容の見直しを行うことにより、職員の計画的な育成に
努めるものとする。

＜国基準第７条の２では計画策定義務は課されていない＞

● 研修の機会の確保

児童福祉施設は、職員の質の向上を図るため、各種研修機関が実施する研修や当該
施設が実施する研修等へ参加する機会をできるだけ計画的に確保すること。

● 計画的な人材の養成

児童福祉施設は、職員の研修機会を確保するに当たっては、職員の職務内容、経験
等に応じた研修の実施計画を作成し、実施した研修の記録を保管するとともに、必要に
応じて実施する研修の計画や内容の見直しを行うことにより、職員の計画的な育成に努
めること。

具体的な実施計画の定め方は特に指定されないが、基本的には、年間計画のほか、
職員ごとにキャリアアップの視点から、いつ、どのような研修を受けさせるかを定める
ことを想定している。また、研修の計画や内容の見直しに当たっては、研修の受講後に
職員がその成果を業務上でどのように活かせているか等を評価し、その結果を反映させ
ていくことが重要であること。

県条例（職員研修）
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○ 法令の規定により条例に委任された社会福祉施設等施設の基準等に関す
る条例 第７条

第９項 児童福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次
に掲げる措置を講じなければならない。

第10項 児童福祉施設は、利用者に対する処遇により事故が発生した場
合は、速やかに関係行政機関、当該利用者の家族等に連絡を行う
とともに、必要な措置を講じなければならない。

第11項 児童福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処
置について記録しなければならない。

第12項 児童福祉施設は、利用者に対する処遇により賠償すべき事故が
発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(１)事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された
事故の発生の防止のための指針を整備すること。

(２)事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事
実が児童福祉施設の長に報告されるとともに、原因の分析の結果に基づき
策定した改善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。

(３)事故の発生の防止のための会議及び職員に対する研修を定期的に行うこ
と。

県条例（事故対応）
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● 事故発生の防止のための指針
児童福祉施設が整備する「事故発生の防止のための指針」には、次のような項目を

盛り込むものとする。
ア 施設における事故の防止に関する基本的考え方
イ 事故の防止のための会議その他施設内の組織に関する事項
ウ 事故の防止のための職員研修に関する基本方針

エ 施設内で発生した事故、事故には至らなかったが事故が発生しそうになった場合
(ヒヤリ･ハット事例）及び現状を放置しておくと事故に結びつく可能性が高いもの

（以下「事故等」という。）の報告方法等の介護に係る安全の確保を目的とした改
善のための方策に関する基本方針

オ 事故等発生時の対応に関する基本方針
カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
キ その他事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針

ア 事故等について報告するための様式を整備すること。

イ 職員は、事故等の発生ごとに、その状況、背景等を記録するとともに、様式に従
い、事故等について報告すること。

ウ イにより報告された事例について、事故等の発生時の状況等を分析し、事故等の
発生原因、結果等をとりまとめ、防止策を検討すること。

エ 報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底すること。
オ 防止策を講じた後に、その効果について評価すること。

● 事実の報告及びその分析を通じた改善策の職員に対する周知徹底

児童福祉施設が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、事故等に
ついて施設全体で情報共有し、その再発防止につなげるためのものであり、決して職
員の懲罰を目的としたものではないことに留意すること。

具体的には、次のようなことを想定している。
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● 事故発生の防止のための会議及び職員への研修
事故発生の防止のための会議は、施設長のほか各職種の職員等が参加し、事故発生

の防止及び再発防止のための対策を検討すること。
また、研修では、事故発生防止の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとと

もに、指針に基づき、安全管理の徹底を行うものとする。徹底に当たっては、定期的な
研修に加えて、事故等が発生した場合には必要に応じて随時に注意喚起を兼ねた研修を
行うこと。また、新規採用時には必ず事故発生の防止の研修を行うことが重要であるこ
と。

● 損害賠償
児童福祉施設は、損害賠償すべき事態となった場合には、速やかに賠償しなければ

ならない。そのため、損害賠償保険に加入しておくことが望ましいこと。
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○ 法令の規定により条例に委任された社会福祉施設等施設の基準等に関す
る条例 第７条

第13項 省令第33条第１項の規定により保育所（法第39条第１項に規定す

る保育所をいう。以下この条において同じ。）に置く調理員のうち

少なくとも１人は、栄養士法（昭和22年法律第245号）第２条第１項

の規定による栄養士の免許を有する者又は調理師法（昭和33年法

律第147号）第３条の規定による調理師の免許を有する者でなけれ

ばならない。

＜国基準第３３条第１項では「調理員」とされ、資格不要＞

県条例（調理員について）
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＜特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準による施設
型給付で積算されている項目＞

調理員等の配置人数については、２・３号の利用定員が４０人以下であれば
１人、４１～１５０人であれば２人、１５１人以上であれば３人(うち１人は
非常勤）とされているのでこれを充足すること。

定 員 ４０人以下
４１人以上

１５０人以下
１５１人以上

調理員等 １人 ２人 ３人

※３歳以上児について、給食の外部搬入を行っている場合は、２歳未満児の利用定員
数に応じて調理員等を配置すれば足りる。
（この場合でも、1人以上有資格者を配置すること（条例による上乗せ基準））
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○ 法令の規定により条例に委任された社会福祉施設等施設の基準等に関す
る条例 第７条

第14項 保育所は、自然及び生命の大切さ等について学ぶ機会を提供す
るよう努めなければならない。

● 趣旨
「環境教育等による環境保全の取り組みの促進に関する法律」により、

国・都道府県・市町は、学校教育及び社会教育における環境教育の推進に必
要な施策を講ずるものとされ、また、本県でも主要施策として取り組んでい
ることから、一層の推進に向け、保育所が自然や生命の大切さ等について学
ぶ機会の提供に努めることを明文化した。

● 具体的な取組
事業者においては、以下の取組を参考に、その実施に努めること。

ア 園外での遠足やキャンプなど、日常生活や集団生活の中で、周囲の
様々な環境に好奇心や探求心を持って関われる、体全体で自然と親しめ
る機会の提供

イ 菜園活動等を通じた“もったいない”の精神を育む取組の実施
ウ ゴミ拾い活動など、環境に配慮した生活習慣指導
エ 身近な動植物の世話等を通じた生命の不思議さや大切さを理解する豊

かな心の涵養

県条例（自然及び生命の大切さについて学ぶ機会の提供 ）

57



○ 法令の規定により条例に委任された社会福祉施設等施設の基準等に関す
る条例 第７条

第15項 保育所は、地域の子育て支援の拠点として、地域の乳児又は幼
児及びその保護者に対して、その施設の開放、子育てに関する助
言、情報の提供その他の援助等を積極的に行うとともに、地域で
子育てに関わるボランティア、関係団体等との連携に努めるもの
とする。

● 具体的な取組
事業者においては、以下の取組を参考に、実施すること。

ア 子育て親子の交流の機会の提供
イ 子育て等に関する相談の実施
ウ 地域の子育て関連の情報提供
エ 子育て及び子育て支援に関する講習等の開催 等

県条例（子育て支援について）
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● 実施に当たっての留意事項

・子育て相談や親子の集いの場の提供等の保護者への支援を通して保護
者自身の子育て力の向上を積極的に支援すること。

・子育て相談や親子の集う場を週３日以上開設する等保護者が利用を希
望するときに利用可能な体制を確保すること。

・子どもの教育及び保育に従事する者が研修等により子育て支援に必要
な能力を涵養し、その専門性と資質を向上させるとともに、地域の子育
てを支援するボランティア、NPO、専門機関等と連携する等様々な地域
の人材や社会資源を活かしていくこと。
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認定こども園の認可・認定等
に関する審査基準
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※１ ８（２）、（３）に該当する者は、上記の他、設置者の推薦書が必要。また、毎年、地方公共団体や関係団体等による 園長研修等の受
講に努めなければならない。

※２ 教員免許（専修又は一種）は、幼稚園教諭でなくても可。
※３ 「施設長」は、「幼稚園長、保育所長、認定こども園長」のことをいう。
※４ 人事異動等に伴い、新たに幼保連携型認定こども園の園長として就任する者は、①が適用されない（②か③に該当する必要がある）。
※５ 別に定める園長研修は次頁のとおり。
※６ H27年４月以降に、人事異動等に伴い当該園の園長を退いた後、再度就任する場合は、８（１）又は（２）に該当する必要がある（８（３）

は適用除外、他園の園長に就任する場合も同じ）。

幼保連携型認定こども園の園長資格について
国規則 県審査基準 保有資格・免許 実務年数等 その他(※１)

第
12

条
８（１）

以下の全てを保有
①教員免許(専修又は
一種)(※２)

②保育士登録

国規則第12条各号に定め
る職を５年以上

第
13

条

８（２）

以下のいずれかを保
有
①教員免許(専修又は
一種) (※２)

②幼稚園教諭二種
③保育士

以下のいずれかに該当
①現行の施設長(※３)を５年
以上(※４)

②幼稚園、保育所又は認定
こども園の教諭又は保育士
(施設長を含む)として10年
以上、教育、保育又は子育
て支援に従事
③別に定める園長研修を受
講し、修了証の交付を受け
る(※５)

８（３） なし

以下のいずれにも該当
①H26年度末時点で施設長であり、継続
して施設長(※６)

②副園長(教頭・主幹保育教諭)が８(１)該
当、又は幼稚園教諭二種かつ保育士資
格を有し、国規則第12条各号の職を５年
以上従事
③別に定める園長研修を受講し、修了証
の交付を受ける(※５)（交付後も5年ごとの
期間に受講・修了証の交付を努力義務）

認可までに受講の
完了及び修了証の
交付を受けること
が必要！
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・全国認定こども園園長・副園長

ステップアップ研修会Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

（全国認定こども園協会）

・認定こども園園長研修

（兵庫県・兵庫県内認定こども園関係団体

協議会）

８ 園長の資格（２）及び（３）③
別に定める園長研修
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認定こども園の運営における実務経験等

○ 認定こども園法第３条第５項第２号及び第３号に規定する、国及び地方公共
団体、学校法人、社会福祉法人以外の者が認定こども園（幼保連携型を除く）
の認定を受ける場合の要件

① 認定こども園法第３条第５項第４号の規定（いわゆる欠格条項）に該当しないこと
② 現に幼稚園又は保育所、認可外保育施設として運営実績があり、以下のいずれかに該当

すること
イ 幼稚園及び保育所については、設置後に指導監査（施設監査のことであり、子ども・子育て

支援法上の確認監査は含まない）を受けており、文書指摘に相当する基準違反がない、又は
改善済であること

ロ 現に認可外保育施設等として概ね３年以上運営実績があり、かつ、直近の会計年度におい
て、当該施設を経営する事業以外の事業を含む当該主体の全体の財務状況について、３年
以上連続して損失を計上していないこと
※ 認可外保育施設については、認可外保育施設に対する指導監督の実施について（平成

13年厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に基づく認可外保育施設指導監督基準を
継続して満たしていることが条件となる。

③ 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第31条に基づく確認を受ける施設として相
応しい施設であることを、市町等が認めていること（以下のいずれにも該当）

イ 市町の子ども・子育て会議等において議論し、その必要性や適格性について同意を得てい
る

ロ 市町等が、設置者及び施設長に社会的信望を有する旨を証明している
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認定こども園の教育・保育要領
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65

幼保連携型認定こども園教育・保育要領の策定について

○ 全ての子どもに質の高い幼児期の学校教育及び保育の総合的な提供を行うため、改正認定こども園法第10条に
基づき、幼保連携型認定こども園の教育課程その他教育及び保育の内容に関する基準として策定

○ 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園においても、この教育・保育要領を踏まえて教育又は保育を行わなけ
ればならない（改正認定こども園法第６条）

教育・保育要領告示文・解説・要録・事例集・参考資料等
（こども家庭庁HP）

https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/kodomoen/kokuji/

○幼稚園教育要領と保育所保育指針との整合性
・環境を通して行う教育及び保育を基本
・健康・人間関係・環境・言葉・表現の５領域を維持し、ねらい・内容・内容の取扱いで構成
・養護のねらいや内容、乳児・３歳未満児の保育の配慮事項について規定

○小学校における教育との円滑な接続
・乳幼児期にふさわしい生活を通じ、創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培う
・小学校児童との交流の機会を設けたり、小学校の教師との意見交換や合同の研究の機会を設けたりする

など連携を通じた質の向上を図る

○認定こども園として特に配慮すべき事項を考慮
・０歳から小学校就学前までの一貫した教育及び保育を発達の連続性を考慮して展開
・生活の連続性や生活リズムの多様性に配慮し、在園時間・入園時期・登園日数の違いを踏まえ、一人１人

の状況に応じて工夫
・環境の構成の工夫について、満３歳未満と満３歳以上の園児のそれぞれを明示

基本的な考え方

https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/kodomoen/kokuji/


幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂（平成30年4月1日施行）のポイント
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認定こども園への移行の
ために必要な手続
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認定こども園への移行のための必要な手続 （１）

１ 必要な申請手続き等（公立・私立、類型別）

２ 認可・認定申請、設置届の提出先

幼保連携型認定こども園の認可
幼保連携型認定こども園

以外の認定こども園の認定

私立
認可申請

（様式第１号）
認定申請

（様式第１号の２）
公立

設置届
（様式第１号）

幼保連携型認定こども園
幼保連携型認定こども園

以外の認定こども園

政令市
中核市

政令市・中核市

その他

市町

兵庫県

（私立はこども政策課、公立は健康福祉事務所）

兵庫県

（こども政策課）
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３ 認可・認定申請までに必要な事前準備

（１）法人理事会での審議

 認定こども園への移行について、理事会で承認を受けておくことが必要（議事録の
添付を要する）

（２）市町担当課と定員設定について協議
① 市町の「子ども・子育て支援事業計画」への位置付け
② 保育室等の収容可能な範囲での定員設定
※ 保育室、乳児室、ほふく室、園舎、園庭
※ 認可・認定日の入所児童数≦定員 となるように設定

４ 令和７年４月１日認可・認定スケジュール（現時点での予定）

認定こども園への移行のための必要な手続 （２）

日付 内容 備考

R７.６月 認可・認定申請書提出依頼 市町を通じて５月頃依頼

随時 申請書受付・現地確認 主に６～７月

R７.８月～９月 兵庫県認定こども園審議会 市町・事業者とも出席

R７.９月末 認可・認定内示 内示後園児募集が可能

内示後 補正申請書・追加書類提出依頼 市町を通じて依頼

R７.10月末 補正申請書・追加書類提出期限 園→市町→県

～R７.３月末 認可・認定

71

幼保連携型への移行の場合、現在の施設の廃止についても協議しておくこと

※ 公立施設に係る幼保連携型以外の認定は、手続きが異なるため別途通知



認定こども園設置認可・認定までの流れ
【参考資料Ｐ．１ 「認定こども園設置認可・認定申請手続きについて」 参照】

① 現地確認
  希望施設において認可・認定要件を備えているか等ヒアリングを実施するとともに、
市町における定員の需給状況についても確認 
※ 申請者（事業者）へは、認定こども園化を希望する理由の説明を求める
※ 市町へは、計画や需給バランス、定員管理の状況などから認定こども園の必要性

 の説明を求める

② 兵庫県認定こども園審議会への付議
希望施設の認可・認定について諮問し、意見を求める

※ 審議会当日は申請者（事業者）と市町担当者の同席を求める

③ 内示
審議会の意見を参考に審査の上、内示書を交付

※園児の募集は内示後

④ 認可・認定

内示後、必要書類の補正、追加提出を経て、設置認可書・認定書を交付
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認可・認定必要書類の提出の概要

【参考資料Ｐ．２～３ 参照】

○現地確認前

現地調査に先立ち原案として申請書等をデータで提出（別に指定するもののみ）

○現地確認終了後～認定こども園審議会

現地調査での補正指示を受けて修正し、データで提出（認可申請欄に○のある
書類のみ）

○内示後～認可・認定

随時補正指示を受けて修正し、正本１部及び副本（部数は類型により異なる）を
提出（追加提出欄に○、●のある書類の追加、修正が必要）

区分
番
号 確認事項及び必要書類

確
認
欄

提出時期

備 考 原本
認可申請 追加提出

申
請
書

様
式

1

幼保連携型認定こども園設置認可申請書（届出
書）
（様式第１号）

○ ● ○

2 誓約書(1) ○
法令の規定により条例に委任された社会福祉施設等施設の基準等に関する条例第７条第２項及び第３項の規定に関する誓約書（施設
長が暴力団員等でないこと及び施設がその運営について、暴力団等の支配を受けていないことに関する誓約書）

○

3 誓約書(2) ○ 認定こども園法第17条第２項各号の規定に該当しない旨の誓約書 ○
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兵庫県ホームページのご案内

【兵庫県ホームページURL】

https://web.pref.hyogo.lg.jp/
（「兵庫県 トップページ」に移動してください。）

ホーム > 分類から探す > 暮らし・教育 

> こども・若者・家庭 > 子育て・家庭 

> 「認定こども園について」
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○認定こども園の認可・認定申請
 申請様式や必要書類一覧などを掲載
 ※現在は令和７年４月認可・認定用の資料が掲載されています（令和７年５～６月

に更新予定）

○運営状況報告・変更届・職員配置基準の緩和の特例の報告

例年５月に依頼する運営状況報告、申請内容に変更が生じた際の変更届の様
式等、職員配置緩和特例の適用報告様式を掲載

○認定こども園園長等研修・当研修

認定こども園園長等研修、主幹保育教諭等研修、認定こども園への移行に向け
た研修・説明会の案内や資料等を掲載

○認定こども園の自己点検・自己評価のリスト及び手引き

各園での自己点検・自己評価、情報公開を促進するため、チェック内容のリスト、
及び手引きを作成し掲載

「認定こども園について」掲載内容
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